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経済建設委員会会議録 

 

令和６年３月７日（木） 

（開 会）  １０：００ 

（閉 会）  １２：２９ 

【 案 件 】 

１．議案第 ２号 令和５年度 飯塚市下水道事業会計補正予算(第３号) 

２．議案第 ７号 令和６年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算 

３．議案第 ８号 令和６年度 飯塚市農業集落排水事業特別会計予算 

４．議案第 ９号 令和６年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算 

５．議案第１０号 令和６年度 飯塚市駐車場事業特別会計予算 

６．議案第１１号 令和６年度 飯塚市工業用地造成事業特別会計予算 

７．議案第１２号 令和６年度 飯塚市汚水処理事業特別会計予算 

８．議案第１３号 令和６年度 飯塚市水道事業会計予算 

９．議案第１４号 令和６年度 飯塚市工業用水道事業会計予算 

10．議案第１５号 令和６年度 飯塚市下水道事業会計予算 

11．議案第１６号 令和６年度 飯塚市立病院事業会計予算 

12．議案第２８号 飯塚市中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に 

関する条例 

13．議案第２９号 飯塚市児童遊園条例の一部を改正する条例 

14．議案第３０号 飯塚市水道事業給水条例の一部を改正する条例 

15．議案第３３号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解(交通事故) 

16．議案第３４号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解(交通事故) 

17．議案第３５号 市道路線の廃止及び認定 

18．議案第３６号 市道路線の認定 

 

【所管事務調査】 

１．長崎街道内野宿の観光振興について 

 

【 報告事項 】 

１．ミッドナイトオートレースの開催時間延長について       （ 公営競技事業所 ） 

２．第２次飯塚市観光振興基本計画【改訂版】（素案）の策定について 

（ 商工観光課 ） 

３．飯塚駅駅舎及び自由通路の整備について              （ 都市計画課 ） 

４．遠賀川中流流域下水道への接続可否の検討について           （ 下水道課 ） 

５．飯塚市汚水処理構想について                     （ 下水道課 ） 

６．工事請負契約について                                              ( 契約課 ) 

７．飯塚市行政経営戦略推進ビジョン・プランの策定について （ 業務改善・ＤＸ推進課 ） 

                                           

○委員長 

 それでは、ただいまから経済建設委員会を開会いたします。 

「議案第２号 令和５年度 飯塚市下水道事業会計補正予算（第３号）」を議題といたしま

す。執行部の説明を求めます。 

○企業管理課長 

 「議案第２号 令和５年度 飯塚市下水道事業会計補正予算（第３号）」につきましてご説
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明をします。 

補正予算資料、予算概要書の３ページをお願いいたします。今回の補正につきましては、国

の補正予算に伴うものでございます。資本的収入につきましては、企業債及び国庫補助金で

２３２０万円を増額し、総額を１３億３５６３万４千円とし、資本的支出につきましては、施

設改良費で２６５１万円を増額し、総額を２０億１２０２万３千円とするものでございます。

内容につきましては、柳橋二瀬汚水幹線管渠改築工事となります。なお、本事業につきまして、

翌年度へ繰り越す予定といたしております。 

以上、簡単ですが、補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

 討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第２号 令和５年度 飯塚市下水道事業会計補正予算（第３号）」

については、原案のとおり可決することに、ご異議ありませんか。 

（ 意義なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第７号 令和６年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算」を議題といた

します。執行部の補足説明を求めます。 

○公営競技事業所副所長 

 「議案第７号 令和６年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算」の補足説明をいたし

ます。 

予算資料の３ページをお願いいたします。歳入歳出予算の総額をそれぞれ２２６億

７２６４万５千円とするものでございます。 

資料６４ページをお願いいたします。令和６年度につきましては、本場での通常開催は、Ｓ

Ｇレースを６日、ＧⅠレースを１０日、ＧⅡレースを５日、普通開催レースを５７日の計

７８日、ミッドナイトレースは、ＧⅡレース５日を含む８５日の合計１６３日の開催予定で予

算を編成しております。場外発売の延べ日数は２５０日を予定しております。歳入・歳出予算

の主なものを説明いたします。 

まず、歳入予算について、勝車投票券発売収入２１３億８０９３万円は、飯塚オートレース

場で開催するミッドナイトレースを含めた全てのレースにおける本場、場外発売及びネット発

売での収入見込みを計上しております。令和５年度当初予算と比較いたしまして、１億

４５７２万円の減額となっておりますけれども、これは令和５年度の見込みではございますけ

れども、１日平均の売上げが全体的に若干減少していること、また、開催日数で申しますと、

規模の大きいＧⅡレースの開催日数の減少、それからナイターレースの減少が、この減額計上

の大きな要因となっております。これにより、令和６年度当初予算における包括的民間委託に

伴う収益保証につきましては、６億７０４３万６千円を見込んでおります。 

予算書の３６１ページをお願いします。小型自動車競走施設整備事業債４億９５４０万円に

つきましては、メインスタンド整備事業の財源として起債するものでございます。 

次に歳出予算につきまして、予算書の３６３ページをお願いします。本場開催経費３７億

１１３万１千円は、前年と比較いたしまして６４６１万１千円減額しております。これは主に、

インターネット投票売上げの減少に伴う民間サイトへの発売事務委託料が減少しているもので

ございます。 
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次に予算書３６４ページをお願いします。場外発売関係経費につきましては、場間場外の発

売日数の増及び他場の専用場外発売所の新設などによりまして、前年度と比較いたしまして、

５５３７万８千円増の３億９０８３万３千円を計上しております。専用場外発売所関係経費

１億６４９７万２千円につきましては、飯塚市の各発売所における直近の売上げ状況を勘案し

て、２３０８万円の減にて算出をしております。包括的民間委託業務費８億３６３８万円は、

前年と比較いたしまして２４１万１千円の減としております。これは、歳入から当該委託費を

除く歳出を引いたもので算出をしております。それから、賞典費、賞金につきましては開催日

数の増加に伴い、前年度から３５６５万４千円の増としております。 

次に予算書３６５ページをお願いします。施設改良基金管理費につきましては、今後の施設

改修工事費を見込みまして、施設改良基金積立金として、７千万円を計上しております。施設

改善事業費につきましては、メインスタンド整備工事、機器の借上料及び競走会事務所、南休

憩所、競走路緩衝柵などの各所改修工事費として、８億５８０３万５千円を計上しております。 

次に予算書の３６６ページ、公債費につきましては、メインスタンド整備事業に係る市債の

償還を行うもので、元金１億７５３９万４千円、利子１２５０万１千円をそれぞれ計上してお

ります。予備費につきましては、施設改良基金の積み立てを行うことから、１億９９５万６千

円を計上しております。 

以上、簡単ですが、補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

 討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結します。 

採決いたします。「議案第７号 令和６年度 飯塚市小型自動車競走事業特別会計予算」に

ついては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 

次に、「議案第８号 令和６年度 飯塚市農業集落排水事業特別会計予算」を議題といたし

ます。執行部の補足説明を求めます。 

○企業管理課長 

 「議案第８号 令和６年度 飯塚市農業集落排水事業特別会計予算」の補足説明をさせてい

ただきます。 

予算資料の３ページ、当初予算集計表中ほどになりますけども、農業集落排水事業をお願い

いたします。歳入歳出予算の総額を２８３４万１千円とするものでございます。その主な内容

といたしまして、予算概要書で説明をさせていただきます。６７ページをお願いいたします。

本事業は、令和４年度より、本市における汚水処理事業を一体的に取り組んでいくため、企業

局が事務委任を受け実施しているものでございます。 

まず、歳出からご説明をさせていただきます。一般管理費４７０万４千円は企業局への事務

委任負担金等でございます。施設管理費の９６２万７千円は、施設の維持管理費に係る経費で、

主なものとしましては、光熱水費、維持補修費、維持管理委託料、汚泥抜取等委託料などにな

ります。 

公債費では、市債償還金として元金で１１７９万２千円、利子で１２１万８千円を計上して

おります。 

次に歳入のご説明をさせていただきます。 



４ 

分担金及び負担金は、農業集落排水事業分担金を１件分の１７万円。使用料及び手数料で、

集落排水処理施設使用料を４６５万１千円としております。 

繰入金では、歳入歳出の収支のバランスをとるために１３５１万９千円を計上しております。 

以上、簡単でございますが、補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結します。 

採決いたします。「議案第８号 令和６年度 飯塚市農業集落排水事業特別会計予算」につ

いては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 

次に、「議案第９号 令和６年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算」を議題といたし

ます。執行部の補足説明を求めます。 

○農林振興課長 

 「議案第９号 令和６年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算」につきまして、補足説

明いたします。 

予算書の３８７ページをお願いいたします。第１条で歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞ

れ１億８９９１万９千円とするものでございます。その主な内容につきましては事項別明細書

にて、歳出からご説明をいたします。 

予算書３９１ページをお願いいたします。１款１項１目一般管理費の１４３７万８千円は、

職員２名分の給与等でございます。２目市場管理費の５５３５万４千円は、市場施設の維持管

理に係る経費を計上しておりまして、その主なものとしましては、光熱水費、維持補修費、さ

らに次の３９２ページに記載しております各種点検委託料などとなっております。 

続きまして、３９３ページをお願いいたします。２款１項公債費の１億１９１８万７千円は、

市債償還金として計上しております。 

次に歳入についてご説明いたします。戻りまして、予算書３９０ページをお願いいたします。

１款１項１目地方卸売市場使用料は６０１０万９千円を計上しております。２款１項１目一般

会計繰入金では９８１４万７千円を計上して、収支バランスをとっております。４款１項１目

雑入の３１６６万２千円の主なものは、施設使用光熱水費負担金でございます。 

以上、簡単ではございますが、補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第９号 令和６年度 飯塚市地方卸売市場事業特別会計予算」につ

きましては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 
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 次に、「議案第１０号 令和６年度 飯塚市駐車場事業特別会計予算」を議題といたします。

執行部の補足説明を求めます。 

○都市建設部次長 

 「議案第１０号 令和６年度 飯塚市駐車場事業特別会計予算」につきまして、補足説明さ

せていただきます。 

予算書の４０３ページをお願いいたします。第１条におきまして、歳入歳出予算の総額を歳

入、歳出それぞれ３４５９万円と定めるものでございます。その内容につきまして事項別明細

書でご説明いたします。 

それでは歳出から、ご説明いたします。 

４０７ページをお願いいたします。１款駐車場事業、１項駐車場事業費、１目一般管理費の

６０１万４千円は、駐車場運営に係る職員給与費を計上いたしております。前年度予算額との

差額３３７万３千円につきましては、担当職員の年齢が下がりましたことでの減となっており

ます。２目駐車場管理費の２１４５万９千円につきましては、飯塚市立体駐車場の指定管理委

託料などの、駐車場の管理に伴う関係経費を計上いたしており、前年度予算は、令和５年

１０月１日からインボイス制度の開始に伴う駐車場の精算機の改修費用などを含んでおりまし

たことで、９４万円の減となっております。 

次に、４０８ページをお願いします。２款公債費、１項公債費の６１１万７千円につきまし

ては、市債償還金の元金と利子を計上したものでございます。 

次に、歳入につきましてご説明いたします。少し戻っていただきまして、４０６ページをお

願いします。１款使用料及び手数料、１項使用料、１目駐車場使用料の１８７３万３千円につ

きましては、飯塚市立体駐車場の使用料を計上いたしております。駐車場の使用料につきまし

ては、前年度と比較いたしますと５１１万５千円の増となっております。理由といたしまして

は、新型コロナウイルス感染症が２類から５類となり、日常生活が正常化となり、社会交流人

口の増加による駐車場利用者増を見込んでおります。 

次に、２款繰入金、１項一般会計繰入金の１５８５万６千円につきましては、一般会計から

繰入金を計上し、収支のバランスをとっております。 

以上、簡単でございますが「議案第１０号 令和６年度 飯塚市駐車場事業特別会計予算」

の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○田中裕委員 

 １点だけ確認をさせていただきたいと思います。歳出のほうでございますが、予算書の

４０７ページ、一般管理費で３３７万３千円の減額ということになっておりますが、説明では、

職員の方の年齢が下がったことによる減額というふうにお聞きいたしましたが、人数に変わり

はないですか。この点を確認させていただきます。 

○都市建設部次長 

 人数は１人になります。担当職員が、前年度は４７歳の職員を充てておりました。今年度、

原課のほうに３５歳の職員が配置されましたことで、３５歳の職員を担当としましたことで、

人件費分ということで３３７万３千円の減額となっております。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結します。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 
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討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１０号 令和６年度 飯塚市駐車場事業特別会計予算」について

は、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、「議案第１１号 令和６年度 飯塚市工業用地造成事業特別会計予算」を議題といた

します。執行部の補足説明を求めます。 

○経済政策推進室企業誘致担当主幹 

 「議案第１１号 令和６年度 飯塚市工業用地造成事業特別会計予算」につきまして、補足

説明をいたします。 

予算書４１７ページをお願いいたします。第１条で、歳入歳出予算の総額を、歳入歳出それ

ぞれ６億８４７万７千円とするものでございます。詳細につきまして、事項別明細書により歳

出からご説明させていただきます。 

４２２ページをお願いいたします。第１款第１項工業用地造成事業費として、企業誘致用地

不足の解消のため、オートレース場第５駐車場跡地を栗尾工業団地として整備する造成事業費、

２億２５９７万５千円を、筑穂地区にある日鉄鉱業株式会社所有地を、飯塚あかね工業団地と

して整備する造成事業費、３億７２５０万２千円を計上いたしております。第２款第１項予備

費につきましては、１千万円を計上いたしております。 

続きまして、歳入をご説明いたします。１ページ戻っていただき、４２１ページをお願いい

たします。第１款第１項県補助金につきましては、飯塚あかね工業団地整備事業費に対する補

助金として１千万円を計上いたしております。第２款第１項一般会計繰入金につきましては、

栗尾工業団地及び飯塚あかね工業団地造成事業費、予備費に計上する歳出予算額の不足する額、

３億５７６７万６千円を計上いたしております。第３款第１項繰越金につきましては、１千円

を計上いたしております。第４款第１項市債につきましては、２億４０８０万円を計上いたし

ております。 

続きまして、繰越明許費をご説明いたします。２ページ戻っていただきまして、４１９ペー

ジをお願いいたします。第１款第１項工業団地造成事業費の飯塚あかね工業団地造成事業費の

調査測量設計委託料のうち、基本設計業務分の５５３６万５千円につきましては、年度内での

事業完了が見込めないため、繰越明許費を設定するものでございます。 

最後に、地方債をご説明いたします。起債の目的といたしましては、飯塚あかね工業団地造

成事業費のために借り入れるものであり、限度額は２億４０８０万円となっております。起債

の方法は普通貸借または証券発行、利率は４．０％以内となっております。償還の方法といた

しましては、政府資金についてはその融資条件により、銀行その他の場合には、その債権者と

の協定によるものとする。ただし、市財政の都合により据置期間及び償還期間を短縮し、もし

くは繰上償還または低利に借換えすることができるとなっております。 

以上、説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○道祖委員 

 本会議場での質疑もあっておりましたけれど、再度確認させていただきますが、まず、鯰田

の工業団地ができて企業が張りついてきておりますけれど、今回も栗尾工業団地の造成は、こ

れは２つの区画になると思いますけれど、１区画には岡崎製作所が出てくるということで決ま

っておりますけれど、もう１つの区画を整備しますけれど、個々に対する引き合いはあってお

るのか。また、今回あかね工業団地を造成するというふうになっておりますけれど、企業から

の引き合いがどのようになってきておるのか。たしか今飯塚市では、工業団地の用地は全て企
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業が張りついて、なくなっておりますから、そういうふうに承知しておりますけれど、企業の

進出希望とかそういう引き合いがどうなっておるのか、まずお尋ねいたします。 

○経済政策推進室長 

 まず１点目の栗尾工業団地につきまして、１区画につきましては、先日委員会でご報告させ

ていただきました岡崎製作所の誘致について今着実に進んでいるというところでございます。

もう１区画につきましても、現在複数の企業から問合せ等があっているという状況となってお

ります。それから２点目の全体的なところで申し上げますと、令和５年度につきましては、あ

る程度、一定数の企業から問合せを受けておりまして、そのうち、半導体関連企業ではござい

ませんが、現在３社の企業につきまして、民間の所有地について具体的な誘致活動を行ってい

る。そういった状況でございます。 

○道祖委員 

 今回、あかね工業団地の造成は、日鉄鉱業跡地でありますけれど、鯰田の工業団地造成の際

に、炭鉱跡地については、いろいろ造成後に問題が生じるのではないかと、それがために造成

については反対だという意見があっておりました。今回も反対されて、結果としては鯰田工業

団地をつくられて、今、企業が張りついておりますけれど、その後、進出してきた企業等々に、

土地に絡む浅所陥没とかいろいろな問題が生じますけれど、そういう問題は生じてないという

ふうに理解してよろしいでしょうか。 

○経済政策推進室企業誘致担当主幹 

 鯰田工業団地につきましては、平成２２年に完成いたしまして、現在までに６社を誘致、完

売しております。令和５年８月現在ではございますけれども、雇用人数が４０６名となってお

ります。立地後につきましては、特に問題等は起こっておりません。 

○道祖委員 

 鯰田の工業団地を造成する際には、土地の所有者と、炭鉱時代の坑道とか炭鉱跡地の利用状

況について、いろいろ調査がされて、今の形が出来上がっておりますけれど、あかね工業団地、

日鉄鉱業の炭鉱跡地でありますけれど、今、調査費の話もありましたけれど、調査はちゃんと

していかなくてはいけませんけれど、企業と、日鉄鉱業のほうですね、所有者のほうとの土地

の炭鉱の跡地の状況については、十分打合せ等調査されておるとは思うんですけれど、今度の

用地の中にそういう場所が含まれておるのか、浅所陥没の可能性とかそういうところが含まれ

ておるのか。また鯰田の工業団地を造成する際は、そういうところについては調整池というこ

とで、企業の敷地という形ではない開発をされましたけれど、購入しよう、造成しようとして

おる土地の中に、よけていかなくてはいけない土地がどれぐらいの割合であるのか、答弁でき

ますか。 

○経済政策推進室長 

 まず、炭鉱跡地でございますので全体的に坑道というのは、５０メートルよりも深いエリア

を含めてあるというふうに認識をしております。私どもは、日鉄鉱業株式会社と秘密保持契約

を結びまして、地盤についていろんな情報のほうを開示していただいているという状況の中で、

現在委員がおっしゃっていただきました浅所陥没、比較的浅い坑道を起因とする陥没でござい

ますが、これについては全体敷地面積２５．２ヘクタール中８．９ヘクタールほどあるという

ことの確認はできております。ここにつきましては、鯰田工業団地の例を参考といたしまして、

基本設計の中でいろいろと工夫をしてまいりたいというふうに考えております。 

○道祖委員 

 少子高齢化で、地元の子どもたちが地元に企業が来て地元で働くことが、やはり望ましいと

思っております。特に今、働き方改革とかいろいろ言われておりまして、残業等もできないと

かいろいろありますから、やはり住んでいるところと働くところが近いほうがやはり理想的だ

と思っていますので、ぜひ開発を進めていっていただきたいと思います。 
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それで、参考のためにお尋ねいたしますけれど、先ほどのご答弁で、今、例えば栗尾等の土

地とか民間の用地については、半導体関連企業からの引き合いではありませんという答弁であ

ったと思いますけれど、熊本に半導体の企業が進出してきます。県としてもいろいろ取り組ん

でいこうとしておりますけれど、半導体そのものは水を使ったりするから、熊本等水がきれい

なところがいいということを聞いておりますけれど、半導体をつくるときに、半導体の、例え

ばリードフレームとかいろいろ関連製品があると思いますけれど、そういう半導体の関連の企

業の誘致は考えられるのでしょうか。 

○経済政策推進室長 

 半導体企業またはその関連する企業についてでございますが、本定例会に関連予算のほうが

ご議決をいただきましたら、私ども、経済産業省や福岡県との連携の下、小郡インターチェン

ジをアクセス道路として、北部九州で活況な半導体産業に向けて、特に今おっしゃっていただ

きました半導体製造装置関連企業の誘致に取り組みたいというふうに考えております。また、

福岡空港及び北九州空港から１時間、関西圏には８時間という位置にあるこの立地を生かしま

して、半導体を初めとした製品の物流機能の誘致に取り組みたいとも考えております。飯塚市

には九州工業大学と近畿大学の２つの理工系大学が立地しております。そのような産学連携の

魅力も生かしながら、企業の皆様に選んでいただけるよう、市民の皆様の働く場所づくりにし

っかりと取り組んでまいりたいと考えております。 

○道祖委員 

 ぜひよろしくお願いしたいと思います。併せて取付道路の問題等も生じてくるかと思います

ので、工業団地ができたときには、そういうことについても、筑穂の開発の関連もありますの

で、全体像をどうするかをぜひ今後検討していただきたいということを要望して終わります。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結します。 

採決いたします。「議案第１１号 令和６年度 飯塚市工業用地造成事業特別会計予算」に

ついては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 

次に、「議案第１２号 令和６年度 飯塚市汚水処理事業特別会計予算」を議題といたしま

す。執行部の補足説明を求めます。 

○企業管理課長 

「議案第１２号 令和６年度 飯塚市汚水処理事業特別会計予算」について、補足説明をい

たします。 

予算資料の３ページをお願いいたします。当初予算集計表の特別会計の欄の一番下になりま

すが、汚水処理事業をお願いいたします。歳入歳出予算の総額を２７６２万４千円とするもの

でございます。その主な内容につきまして、予算概要書で説明をさせていただきます。予算概

要書の７１ページをお願いいたします。本事業は、企業局が事務委任を受け実施しているもの

でございます。まず、歳出からご説明いたします。一般管理費９７２万７千円は、今後の事業

の在り方についての検討費用を含む企業局への事務委任負担金等でございます。施設管理費の

１６８９万７千円は、施設の維持管理に係る経費で主なものは、光熱費、維持補修費、維持管

理委託料、汚泥抜取等委託料などでございます。次に歳出のご説明をさせていただきます。汚
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水処理施設使用料につきましては、１４３４万８千円を計上しております。繰入金につきまし

ては、事務委任の人件費に係る一般会計繰入金９７２万７千円及び財源を調整するため、基金

からの繰入金２７４万６千円を計上いたしております。 

以上、簡単でございますが、補足説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１２号 令和６年度 飯塚市汚水処理事業特別会計予算」につい

ては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に「議案第１３号 令和６年度 飯塚市水道事業会計予算」を議題といたします。執行部

の補足説明を求めます。 

○企業管理課長 

「議案第１３号 令和６年度 飯塚市水道事業会計予算」について補足説明をいたします。

公営企業会計の予算につきましては、一般会計の官公庁会計と異なり、公営企業会計の複式簿

記となります。補足資料を作成しておりますので、この資料に沿ってご説明をさせていただき

ます。 

資料１「令和６年度飯塚市水道事業会計予算」をお願いいたします。 

２ページをお願いいたします。まず、公営企業の各会計に共通します予算の仕組みにつきま

して、３つの財布という例で説明をさせていただきます。まず第１の財布は、収益的収支（維

持管理費用）となります。この収入として、水道料金や下水道使用料等の料金収入があり、支

出としましては、水道事業では水をつくる工程でかかる費用、施設の維持管理の経費、起債を

した際の利息がこの第１の財布から支払われます。第２の財布が資本的収支（投資費用）とな

ります。収入として企業債や、一般会計からの補助金等があり、支出として建設改良費等の事

業費、企業債元金の償還をこの第２の財布で賄うものとなります。第３の財布は内部留保資金

等になります。未処分利益剰余金や内部留保資金等を貯めておく財布となります。この第３の

財布は第１の財布と第２の財布の過不足を調整する財布となります。いわゆる貯金のような性

質があり、第１の財布や第２の財布で不足が生じた際に切り崩して使用しますので、ある程度

余裕がないと安定した経営ができないことになります。 

続きまして、３ページをお願いいたします。水道事業の推移でございますが、令和４年度ま

では決算値を、令和５年度は決算見込みで表示をさせていただいております。令和６年度の業

務予定量は給水戸数６万２７４戸、年間総給水量１２１３万２７４立方メートルとしておりま

す。次に収支の状況についてご説明をいたします。 

４ページをお願いいたします。この資料の金額は概算になりますので、ご了承ください。収

益的収支（第１の財布）は税込みの予算書ベースで、収入合計が２８．８億円、支出合計は

２６．９億円、差引き１．９億円となります。収支の結果、損益計算では、消費税分を差し引

きますので、純利益が１．０億円となり、内部留保資金等（第３の財布）へ積み立てをいたし

ます。 

続きまして５ページをお願いいたします。収益的収支の令和５年度当初予算額との比較とな

ります。 
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６ページをお願いいたします。資本的収支につきましては、収入合計が１０．６億円、支出

合計は２２．４億円となります。収入につきまして、先日の議案質疑でご質問があっておりま

した点について、説明をさせていただきます。収入の企業債につきましては、水道事業におけ

る管路や施設設備に要する費用の財源として借入れを行う予定としているものでございます。

また、補助金につきましては、国庫補助金及び他会計補助金となります。議案質疑でもござい

ましたこの他会計補助金は、「簡易水道の建設改良に要する経費（元金償還分）」及び「児童

手当に要する経費」に係る一般会計からの補助金となっておりますが、どちらも交付税措置の

ある基準内繰入となっております。この基準内繰入につきましては、地方公営企業繰出金通知

に基づいたものとなっており、地方公営企業の現状に鑑み、地方公営企業の経営の健全化を促

進し、その経営基盤を強化するため、一般会計が繰り出す内容となっております。資本的収支、

この第２の財布の不足額が１１．８億円となり、この分につきましては内部留保資金からの補

填とするものでございます。 

続きまして７ページをお願いいたします。資本的収支の令和５年度当初予算額との比較とな

ります。 

８ページをお願いいたします。内部留保資金等（第３の財布）、企業債残高及び当期純利益

の推移でございます。グラフの下の表に記載しておりますが、令和６年度は１．０億円の純利

益を見込んでおります。なお、参考としまして、経営戦略における令和６年度計画値を表記し

ておりますが、令和６年度当初予算と比較しますと、物価高騰等により純利益が１．５億円減

少しており、厳しい経営状況となっております。 

９ページをお願いいたします。令和６年度の主な事業としましては、「津原導水管布設替工

事」外で、管路の工事などを実施します。こちらも先日の議案質疑でご質問があっておりまし

たが、この津原導水管布設替工事の工事概要につきましてご説明をさせていただきます。 

公営企業会計当初予算資料の２９ページをお願いいたします。こちらのほうに図面のほうを

お示しさせていただいておりますが、津原導水管は、久保白ダムから上水道施設や農業用水施

設への導水路として、口径１２００ミリのコンクリート管で整備されましたが、布設から

５０年以上が経過しており、更新基準年数の４０年を超えておりますので、今後の維持管理面

やコスト削減も考慮し、上水道並びに工業用水専用管として、既設導水管から口径５００ミリ

で分水し、別ルートでの更新（布設替）を３年計画で実施する予定でございます。また、太郎

丸浄水場において、これまでに実施した事業についてご質問があっておりました、太郎丸浄水

場における直近５か年の主な事業としましては、令和３年度から４年度にかけまして実施いた

しました「太郎丸浄水場粒状活性炭設備新設工事」で、事業費５億１１３５万円となっており、

答弁をさせていただきました５か年事業費の６億５千万円の大半を占めております。この工事

は、取水した原水に高濃度の臭気物質が検出されたため、粒状活性炭処理方式の高度浄化処理

で、臭気物質を除去するための設備を整備したものでございます。このことにより、これまで

同様おいしい安全な水をご提供できているものでございます。 

補足資料に戻っていただきまして１０ページをお願いいたします。令和６年度の新たな取組

でございます。現在進めております水道施設などの最適化の検討結果を踏まえ、総務省からの

要請による経営戦略の見直しや、事業の経営分析等に関する指導・助言を求めるなど、公営企

業の経営に関する事項を総合的に検討し、改善する取組として、「飯塚市上下水道事業等あり

方検討業務委託」を行います。実施期間は、令和６年度から３年間にわたり実施するものでご

ざいまして、経営戦略の見直しに係る計画策定や、財務分析等の業務の標準化を図り、今後の

事業運営を効率的、効果的に実施する取組としてまいります。 

以上、簡単でございますが、補足説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 
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（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１３号 令和６年度 飯塚市水道事業会計予算」については、原

案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に「議案第１４号 令和６年度 飯塚市工業用水道事業会計予算」を議題といたします。

執行部の補足説明を求めます。 

○企業管理課長 

「議案第１４号 令和６年度 飯塚市工業用水道事業会計予算」について補足説明をいたし

ます。資料２「令和６年度飯塚市工業用水道事業会計予算」をお願いいたします。 

２ページをお願いいたします。令和６年度の業務の予定量は、契約件数は６社で、年間総給

水量は１３万３０５立方メートルを見込んでおります。 

３ページをお願いいたします。収益的収支につきましては、収入合計が５７１１万円、支出

合計は５７０８万円となり、差引き３万円となります。収支の結果としまして、損益計算では、

消費税分を差引きますので、純利益がゼロ円となります。 

４ページをお願いいたします。収益的収支の令和５年度当初予算額との比較になります。 

５ページ目をお願いいたします。資本的収支は、収入合計が９０７７万円、支出合計は

９２１０万円となり、不足額が１３３万円となっております。不足額は、内部留保資金等から

補填をいたします。 

６ページをお願いいたします。資本的収支の令和５年度当初予算額との比較になります。 

７ページをお願いいたします。内部留保資金等の推移でございます。 

８ページをお願いいたします。令和６年度の主な事業としましては、先ほども説明させてい

ただきました津原導水管更新事業でございます。 

以上、簡単でございますが、補足説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１４号 令和６年度 飯塚市工業用水道事業会計予算」について

は原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第１５号 令和６年度 飯塚市下水道事業会計予算」を議題といたします。執

行部の補足説明を求めます。 

○企業管理課長 

「議案第１５号 令和６年度 飯塚市下水道事業会計予算」について補足説明をいたします。

資料３「令和６年度飯塚市下水道事業会計予算」をお願いいたします。 

２ページ目をお願いいたします。令和６年度の業務予定量は処理件数２万５２１３戸、年間
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総処理水量、６７２万８７９立方メートルとしております。 

３ページ目をお願いいたします。収益的収支につきましては、収入合計が２２．２億円、支

出合計は２１．３億円、差引き０．９億円となります。収支の結果、損益計算では、消費税分

を差引きますので、純利益が０．８億円となり、内部留保資金等へ積み立てをいたします。 

４ページ目をお願いいたします。収益的収支の令和５年度当初予算額との比較になります。 

５ページ目をお願いいたします。資本的収支につきましては、収入合計が４．３億円、支出

合計は、１１．４億円となります。資本的収支の不足額が７．１億円となり、内部留保資金等

から補填をいたします。 

６ページをお願いいたします。資本的収支の令和５年度当初予算額との比較になります。 

７ページをお願いいたします。内部留保資金等の企業債残高及び当期純利益の推移でござい

ます。グラフの下の表に記載しておりますが、令和５年度は０．６億円の純利益を見込んでお

ります。なお、参考としまして、経営戦略における令和６年度計画値を表記しております。 

８ページをお願いいたします。令和６年度の主な事業としましては、施設整備事業として目

尾鯰田汚水幹線管渠布設工事等を実施いたします。 

９ページをお願いいたします。令和６年度の新たな取組でございます。水道事業同様、総務

省からの要請による経営戦略の見直しや経営分析等に関する指導・助言を求めるなど、公営企

業の経営に関する事項を総合的に検討し改善する取組として、「飯塚市上下水道事業等あり方

検討業務委託」を行います。下水道事業では、汚水処理事業特別会計の地方公営企業法の適用

に向けた検討も行うこととしております。 

以上、簡単でございますが、補足説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１５号 令和６年度 飯塚市下水道事業会計予算」については、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 

次に、「議案第１６号 令和６年度 飯塚市立病院事業会計予算」を議題といたします。執

行部の補足説明を求めます。 

○企業管理課長 

「議案第１６号 令和６年度 飯塚市立病院事業会計予算」について補足説明をさせていた

だきます。資料４「令和６年度 飯塚市立病院事業会計予算」をお願いいたします。 

２ページ目をお願いいたします。収益的収支につきましては、収入合計が５．７億円、支出

合計は５．６億円となります。収支の結果、差引き０．１億円となり、病院事業ではこの金額

が純利益となりますので、前年度からの繰越欠損金の埋め合わせを行います。この欠損金につ

きましては、議案質疑の中でご質問があっておりましたが、現金の支出を伴わない減価償却費

等による経費の不足額が損失となっておるものでございます。病院事業会計では、損失金が累

積しておりますが、現金の支出を伴わないため、資金不足につながるものではございません。 

３ページ目をお願いいたします。収益的収支の令和５年度当初予算額との比較になります。 

４ページ目をお願いいたします。資本的収支につきましては、収入、支出ともに、合計は２．

４億円となります。 
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５ページ目をお願いいたします。資本的収支の令和５年度当初予算額との比較となります。 

６ページ目をお願いいたします。令和６年度の主な事業としましては、職員宿舎解体工事設

計業務委託、市立病院における小児科休日・夜間診療に係る委託を実施することとしておりま

す。小児科休日・夜間診療の事業概要としましては、令和６年４月１日から、飯塚市立病院の

小児科におきまして、飯塚医療圏における小児科休日・夜間診療の一次救急医療を対応するこ

ととなりました。開設時間につきましては、平日の診療時間は１９時３０分から２２時３０分

まで、土日祝日の診療時間は１６時から２２時３０分まで。年末年始の昼間の診療時間につき

ましては１４時から１７時３０分まで。年末年始夜間の診療時間は、１８時から２２時３０分

までとなっております。 

以上、簡単でございますが、補足説明を終わります。 

○委員長 

説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ) 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第１６号 令和６年度 飯塚市立病院事業会計予算」については、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 １０：５７ 

再開 １１：０５ 

委員会を再開いたします。 

「議案第２８号 飯塚市中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に

関する条例」を議題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○商工観光課長 

 「議案第２８号 飯塚市中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再生のための措置に

関する条例」について補足説明をいたします。 

議案書５６ページをお願いいたします。本議案につきましては、コロナ融資等により債務超

過となる中小企業者等の増加が見込まれますことから、令和４年３月に「中小企業の事業再生

等に関するガイドライン」が制定されたことに伴いまして、中小企業の事業継続と雇用の維持

を後押しするため、独自融資制度を持ち、保証協会と損失補償契約を契約している自治体に国

から関係条例の整備を要請されております。この条例を制定する効果につきましては、資料の

１ページ③に記載しておりますとおり、早期に事業再生に取り組むことにより、倒産回避と債

権回収の最大化につながります。また、本市の独自融資制度としましては、令和２年度に実施

しました法人３００万円、個人事業主１５０万円を貸付限度とした飯塚市事業継続応援資金融

資が対象となりますが、本制度融資は据え置き期間を５年間設定しておりましたので、据置き

期間をご利用されている事業者の本格的な融資の返済開始が令和７年度となりますことから、

今回の定例会において条例議案を上程しております。 

次に、資料２ページ目をお願いします。このガイドラインにおいては、将来において継続的

に収入見込みがある債務者が、事業再生を目的として債務の圧縮を求めることができます。こ

こで対象となります事業再生につきましては、図の右側に記載しておりますとおり、準則型私

的整理を行う中小企業者で、根拠法令に基づき制度化され、公正中立な第三者が関与して作成
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される事業再生計画のみが対象となります。この中で、債務圧縮を伴います事業再生計画の承

認に当たっては、求償権の放棄が必要となります。本市としましても、事業再生計画が提出さ

れてから１か月間で承認の可否を判断する必要がございますが、本来であれば、債権の放棄の

ため議会の議決が必要となりますことから、国からの要請であります、条例に特別な定めを行

い、自治体の長限りで求償権放棄の承認が行えるように、本条例を制定するものです。なお、

求償権を放棄した場合には、直近の議会で報告することとしております。 

次に、資料３ページ目をお願いします。私的整理の流れとしましては、中小企業者が事業再

生に着手する場合、保証協会を通じて市に連絡があり、その後、公正中立な専門家や専門機関

を交えて作成された事業再生計画に基づき、債権放棄の正式申請が保証協会に提出され、保証

協会の応諾を経て日本政策金融公庫及び自治体に求償権放棄の承認を求められることとなりま

す。この再生計画提示後、約１か月で承認の可否を決定することとなります。 

最後に、県内で保証協会と損失補償契約を締結している自治体は福岡県をはじめ８自治体あ

り、そのうち、既に条例を制定している自治体が６自治体あります。 

以上、簡単ですが、補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第２８号 飯塚市中小企業融資制度に係る中小企業者等の事業の再

生のための措置に関する条例」については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第２９号 飯塚市児童遊園条例の一部を改正する条例」を議題といたします。

執行部の補足説明を求めます。 

○都市計画課長 

 「議案第２９号 飯塚市児童遊園条例の一部を改正する条例」について補足説明をいたしま

す。 

議案書の５９ページをお願いいたします。本条例は、令和４年２月に策定いたしました飯塚

市公園等ストック再編計画に基づき、公園等の適正配置や、用途変更に伴う効率的な利活用を

図るため、菰田児童遊園を廃止するものでございます。なお、今回の廃止に当たり、地元自治

会長及び菰田地区自治会長会会長に具体的な説明を行い、理解を得ております。 

議案書の６０ページをお願いいたします。先ほど説明いたしました菰田児童遊園の廃止に伴

い、別表２の表中右側に記載しております、名称「菰田児童遊園」、位置「飯塚市菰田

１３６番地７」を削除するものでございます。 

以上、簡単ではございますが、飯塚市児童遊園条例の一部を改正する条例の補足説明を終わ

ります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 
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討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第２９号 飯塚市児童遊園条例の一部を改正する条例」については、

原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に「議案第３０号 飯塚市水道事業給水条例の一部を改正する条例」を議題といたします。

執行部の補足説明を求めます。 

○上水道課長 

 「議案第３０号 飯塚市水道事業給水条例の一部を改正する条例」につきまして、補足説明

いたします。 

議案書の６２ページ及び６３ページの新旧対照表の資料をお願いいたします。飯塚市水道事

業給水条例の一部改正につきましては、令和５年５月２６日に公布された生活衛生等関係行政

の機能強化のための関係法律の整備に関する法律において、水道法の一部が改正され、水道法

等による権限の一部が厚生労働大臣から国土交通大臣に移管されるため、第９条第１項、第

３５条第２項及び第４３条第１項第１号について、厚生労働省令を国土交通省令へ改正するも

のであります。なお、施行日は令和６年４月１日から施行としております。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第３０号 飯塚市水道事業給水条例の一部を改正する条例」につい

ては、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 

次に、「議案第３３号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解（交通事故）」を議

題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○土木管理課長 

 「議案第３３号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解（交通事故）」についてご

説明いたします。まず、土木管理課職員が起こした事故について、市に損害を与えましたこと

について、深くおわび申し上げます。 

議案書の６９ページをお願いいたします。本案は、地方自治法第９６条１項第１２号及び

１３号の規定に基づき、交通事故に係る損害賠償の額を定めることについて、議会の議決を求

めるものです。さきの１２月議会において、物損賠償についての専決処分の報告をいたしてお

りましたが、今回は人身賠償についての提案でございます。本件事故は、令和５年４月２４日

月曜日午後３時１０分頃、土木管理課職員が公用車で道路パトロール中、幸袋の県道４４８号

線の交差点において、赤の点滅信号に従い一旦停車した後、中方面より左折しようと進入した

ところ、同交差点の幸袋方面から、川島方面に向けて直進してきた相手方の車両左側面部に市

車両の右前面部が接触し、相手方を負傷させたものです。損害状況は、人身傷害として相手方

に頸椎捻挫、左肩関節捻挫、腰椎捻挫でございます。事故の原因は、職員が交差点に進入する

際に、十分な目視確認を行わなかったことでございます。事故によります市の過失は９５％で、

示談が成立しておりますが、相手方の人身賠償は１１８万９４３２円で、内訳としましては、
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治療費５９万６３５２円、慰謝料等５９万３０８０円となっております。これは自動車損害賠

償保障法及びその支払いの基準により、早期被害者の救済の観点から、１２０万円までの範囲

において、過失相殺は行わず、加害者が優先的に全額補填することの適用を受け、市が負担す

ることによります。なお、職員の交通事故防止につきましては、機会あるごとに指導を行って

おりますが、今後もこのような事故が起きないよう、さらに指導の徹底を図ってまいります。 

以上、簡単ではございますが、説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決いたします。「議案第３３号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解（交通事

故）」については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に、「議案第３４号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解（交通事故）」を議

題といたします。執行部の補足説明を求めます。 

○庄内支所経済建設課長 

 「議案第３４号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解（交通事故）」につきまし

て補足説明をいたします。 

議案書の７２ページをお願いいたします。本案は、地方自治法第９６条第１項第１２号及び

第１３号の規定に基づき、議会の議決を求めるために提案するものでございます。本件事故は、

令和５年１０月１３日金曜日午後３時４０分頃、飯塚市綱分地内、庄内支所駐車場内におきま

して、庄内支所経済建設課職員が市道の現地確認に向かうために、駐車中の公用車を後進した

際、後方に駐車していた相手方車両の左前部に接触し、バンパー等を損傷させたものでござい

ます。この事故による和解につきましては、市の過失割合が１００％であり、損害賠償額

６７万５千円を相手方に支払うものでございます。損害賠償額の内訳といたしましては、車両

修繕料が４６万円、代車費用２１万５千円となっております。なお、双方とも人身傷害はござ

いませんでした。今回の事故でございますが、後進時の後方確認を十分に行わなかったことが

大きな要因であり、今後このような事故が起こらないよう、当該職員はもとより、ほかの職員

に対しましても、安全確認、危機管理意識に細心の注意を払って業務に当たるよう注意喚起を

行い、再発防止に努めてまいります。 

今回、当課職員が起こしました事故により、市に損害を与えましたことにつきまして、深く

おわびを申し上げます。大変申し訳ございませんでした。 

以上、簡単ではございますが、議案第３４号の補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結いたします。 

採決をいたします。「議案第３４号 損害賠償の額を定めること及びこれに伴う和解（交通
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事故）」については、原案のとおり可決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

次に「議案第３５号 市道路線の廃止及び認定」を議題といたします。執行部の補足説明を

求めます。 

○土木管理課長 

 「議案第３５号 市道路線の廃止及び認定」について、補足説明させていただきます。 

議案書７４ページをお願いいたします。市道路線の廃止及び認定につきましては、道路法第

８条第１項及び第１０条第１項の規定に基づき、市道路線の廃止及び認定するに当たり、同法

第８条２項及び第１０条第３項の規定により議会の議決を求めるため提出するものでございま

す。今回廃止する路線は１路線、延長４９．１メートルで、改めて市道として認定する路線は

１路線、７３．４メートルでございます。市道廃止路線明細の左端に記載しております一連番

号１番の路線は、路線の見直しに伴い、市道を廃止し、市道認定路線明細の左端に記載してお

ります一連番号１番は、改めて市道として認定するものです。今回の事務手続につきましては、

市道路線の起点もしくは終点のどちらか、またはそのいずれかを変更する場合は、旧路線の廃

止及び新路線の認定の二重の手続が必要となるため行うものでございます。 

以上、簡単ではございますが、補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○瀬戸委員 

 すみません、１点だけ。これは同じ場所の道路を拡幅されたということですか。 

○土木管理課長 

 １部分は旧路線であり、１部分は新設路線を終点から２４．３メートル新設しております。 

○瀬戸委員 

 当初のところは５．６メートルの幅員なんですけど、今回６．７メートル。全体的に広がっ

た、隣の家とかを買収されて広げたということですか。 

○土木管理課長 

 県道から楽市小学校前の路線までは改良いたしておりません。楽市小学校の中の２４メート

ルに関しては、６メートルの新設道路になっております。 

○瀬戸委員 

 ここは多分楽小学校跡は、住宅メーカーさんがお買いになって開発を進められるはずですけ

れど進入路の５．６メートルというのは、これ開発の際に問題はないんですか。 

○土木管理課長 

 今回の開発で許可を得ていますので、問題はないと思っております。 

○瀬戸委員 

 開発においてその県から言われない、６メートルの道路に接しないといけないと言われてる

んですけれど、その辺はクリアされているということですか。県のほうはそれでいいというこ

とを言われているわけですか。こういうことは開発でちょこちょこあるんですけれど、６メー

トルないと絶対県は駄目というんですけど、今回の場合は、中に入ったところは６．７メート

ルだったけれど、手前のほうは５．６メートルということで、公道から６メートル接してはな

いですよね。中に入れば６．７メートルに広げたということで、それで県のほうはどういうこ

とでオーケーが出たんですか。 

○都市建設部長 

 今おっしゃられる開発行為については、県の基準に従って許可を出すところでございますけ

ども、今回、建築基準法に係る接道につきましては、県道を接道というふうに捉えております。
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それまでの幅員は、建築基準法で言えば最低４メートルが必要になってくるんですけれども、

今、拡幅を行わない、この既存の道路は４メートル以上あります。それから先につきましては、

開発基準に従って６メートルの幅員を確保すると。その中で、市道認定につきましては、一体

的に１路線を市道認定するものでございます。 

〇瀬戸委員 

そうなると県のほうは、開発許可はそれで問題ないということを言っているわけですね。分

かりました。勉強になりました。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結します。 

採決いたします。「議案第３５号 市道路線の廃止及び認定」については、原案のとおり可

決することにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定をいたしました。 

 次に、「議案第３６号 市道路線の認定」を議題といたします。執行部の補足説明を求めま

す。 

○土木管理課長 

 「議案第３６号 市道路線の認定」について、補足説明させていただきます。 

議案書７７ページをお願いいたします。市道路線の認定につきましては、道路法第８条第

１項の規定に基づき、市道路線を認定するに当たり、同条第２項の規定に基づき、議会の議決

を求めるため提出するものでございます。今回認定する路線は５路線、４８２．５メートルで

ございます。路線明細の左端に記載しております一連番号１番から４番の路線は開発帰属によ

り、路線認定を行うものです。路線箇所は７８ページ、７９ページに記載しております。路線

明細の左端に記載しております一連番号５番の路線は寄附採納により、路線認定を行うもので

す。路線箇所は８０ページに記載しております。 

以上、簡単ではございますが、補足説明を終わります。 

○委員長 

 説明が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。 

討論を許します。討論はありませんか。 

（ 討論なし ） 

討論を終結します。 

採決いたします。「議案第３６号 市道路線の認定」については、原案のとおり可決するこ

とに、ご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、本案は原案どおり可決すべきものと決定いたしました。 

ここで暫時休憩いたします。 

休憩 １１：２８ 

再開 １１：２８ 

○副委員長 
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 委員会を再開いたします。 

田中英美委員から、「長崎街道内野宿の観光振興について」、所管事務調査をしたい旨の申

出があっております。田中英美委員、その具体的な内容の説明をお願いいたします。田中英美

委員に発言を許します。 

○田中英委員 

 今回の所管事務調査につきましては、内野宿の現状や課題を浮き彫りにして、今後の観光振

興を図っていきたいと考えております。よろしくお願いいたします。 

○副委員長 

 お諮りいたします。本委員会として、「長崎街道内野宿の観光振興について」、所管事務調

査を行うことにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、所管事務調査を行うことに決定いたしました。 

「長崎街道内野宿の観光振興について」を議題といたします。田中英美委員に質疑を許しま

す。 

○田中英委員 

 ここで資料要求をお願いいたします。内野宿長崎屋管理棟など、運営状況の経緯やコロナ禍

前に内野宿で開催されたイベントの状況等が分かる資料があれば、お願いいたします。委員長

において、取り計らいいただきますようお願いいたします。 

○副委員長 

 執行部にお尋ねいたします。ただいま田中英美委員から要求があっております資料は提出で

きますか。 

○商工観光課長 

 はい、提出できます。 

○副委員長 

 お諮りいたします。ただいま田中英美委員から要求がありました資料については、要求する

ことにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって、執行部に資料の提出を求めます。 

暫時休憩をいたします。 

休憩 １１：３２ 

再開 １１：３２ 

委員会を再開いたします。資料をサイドブックスに掲載いたしましたので、ご確認ください。

ほかに質疑はありませんか。 

○田中英委員 

 内野宿長崎屋に関しましては、コロナ禍後の現在の状況をお尋ねいたします。 

○商工観光課長 

 令和元年以降について説明させていただきたいと思います。 

資料１をお願いいたします。コロナ禍前の令和元年１０月に開催されました「長崎街道 内

野宿 街道まつり」の資料となります。この祭りでは、内野宿の活性化のため、飯塚宿で開催

されております「筑前の國 いいづか街道まつり」と連携し、同日開催したもので、飯塚宿に

合わせ、内野宿も一緒に掲載したチラシでございます。当時のお祭りの様子が分かります写真

も添付しておりますので、後ほど御覧いただきたいと思います。またこのお祭りにおきまして

は、長崎街道内野宿及びその周辺にて時代仮装行列や、特産品販売、和太鼓演奏などが行われ、

多くの人でにぎわっておりました。しかしながら、令和２年以降コロナ禍となり開催が見送ら

れております。 



２０ 

次に、資料②をお願いいたします。令和２年以降コロナ禍において内野宿長崎屋に関しまし

ては、一般社団法人内野地区活性化協議会に対し、内野地区の活性化事業と観光事業の拠点と

して、使用することを条件に、令和２年４月１日付にて土地建物の賃貸借契約を締結しており

ました。しかしながら、令和３年３月３１日をもって契約が終了した後、管理員が内野宿長崎

屋の管理棟を不法に占有しておりましたことが判明し、令和４年９月に裁判所へ建物明渡等を

求めて訴訟を提起し、判決に基づき、明渡強制執行の手続を行っておりました。この段階で令

和５年６月に管理人（不法占拠人）が死亡しております。現在弁護士に依頼し、相続人の調査

を行い、その後、明渡手続を行っている状況で、弁護士の見解では令和６年夏頃、手続が完了

する見込みとなっております。以上です。 

○副委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○田中英委員 

 弁護士と裁判所との協議が必要であり、時間がかかることは十分理解できるところでありま

す。その手続が完了した後の活用方法についてはどのように考えておられるか、お聞きいたし

ます。 

○商工観光課長 

 内野宿に関しましては、旧長崎街道の宿場町の面影を残す建物や、大イチョウなどもあり、

内野地区活性化のために必要な観光資源が多く存在しているものと考えております。質問委員

の言われます内野宿長崎屋の今後の運営方法につきましては、長崎屋の活用に限らず、筑穂地

区の活性化について、筑穂支部自治会長や、筑穂地区まちづくり協議会など、地元と十分に協

議を行い、検討してまいりたいと考えております。 

○副委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○田中英委員 

 コロナ禍前の令和元年に開催しました「長崎街道 内野宿 街道まつり」では、「筑前の國 

いいづか街道まつり」と連携を図り、長崎街道長崎屋・内野宿展示館について、飲食店の出店

等があり筑穂地区が一体となったイベントを開催して、大盛況であったところでございます。 

飯塚市過疎地域持続的発展計画の３０ページに観光の現状と課題、また同じく３１ページに

その方策が明記されているところでございます。管理棟の手続が終了したら、文化の継承や過

疎地域の活性化としまして、地域の特性を生かした活性化の起爆剤として、今後のイベントの

開催というのを大いに期待をしておりますので、ご検討いただきますようお願いいたしまして、

質問を終わります。 

○副委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。 

 お諮りいたします。本件については、調査終了とすることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって本件は調査終了とすることに決定いたしました。 

 暫時休憩いたします。 

休憩 １１：３７ 

再開 １１：３７ 

○委員長 

 委員会を再開いたします。 

お諮りいたします。案件に記載のとおり、執行部から７件について報告したい旨の申出があ
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っております、報告を受けることにご異議ありませんか。 

（ 異議なし ） 

ご異議なしと認めます。よって報告を受けることに決定をいたしました。 

「ミッドナイトオートレースの開催時間延長について」、報告を求めます。 

○公営競技事業所副所長 

 「ミッドナイトオートレースの開催時間延長について」のご報告になります。ミッドナイト

オートレースは従来、最終レースの発走時刻を２３時３０分として開催しておりますが、この

たび、関係団体、地元自治会及び警察署等と調整を行い、開催時間を延長することが可能とな

りましたので、一部の開催について試行的に、発送時刻を変更することといたしました。今年

度につきましては、３月４日から６日及び３月１１日から１３日開催のミッドナイトオート

レースを従来の時刻より１０分繰り下げ、最終レース発走時刻を２３時４０分とし、３月

２０日から２３日の開催を、従来から１時間繰り下げて、最終レースの発走時刻を２４時

３０分として開催することとしております。２３時３０分以降は他の公営競技と競合しないた

め、大幅な売上げの拡大が期待できることから、次年度につきましても引き続き実施する予定

でございます。以上、簡単ではございますが、報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますのでご了承願います。 

次に、「第２次飯塚市観光振興基本計画【改訂版】（素案）の策定について」、報告を求め

ます。 

○商工観光課長 

 平成３０年９月に策定しました第２次飯塚市観光振興基本計画につきましては、計画期間

２０２７年までの１０年間としておりますが、コロナ収束に向かう観光需要の回復期における

社会情勢やニーズの大きな変化に対応するため、感染症が５類に引き下げられた今年度、計画

の見直しを進めております。現在までに附属機関であります飯塚市観光振興基本計画策定委員

会で２回の審議を経まして改訂版（素案）を作成しておりますので、その内容を報告させてい

ただきます。 

資料１をお願いいたします。左上の１番、策定委員会の開催状況につきましては、令和５年

１１月から策定委員会を２回開催しまして、下段の表に記載しております６つの基本方針は変

更せず、目標を下回っているあるいは未着手となっております表中では三角、バツと記載して

おりますが、１１項目について計画の内容を見直すこととしております。なお、１１項目につ

きましては資料中段の黄色に網かけしている取組となります。 

次に、基本計画２番、資料の中段の上、基本計画の見直しの視点としましては３項目掲げて

おりまして、１つ目としましては観光案内所機能を持った拠点づくり、２つ目は、大学生と連

携し、ＳＮＳ等を活用した情報発信の仕組みづくり、３つ目としましては質の向上を重視した

観光地づくりとしております。 

その視点を踏まえまして、３ 今後の飯塚市の観光につきましては、まず本市における観光

客の定義としまして、通勤や通学以外の目的を持って本市を訪れる人と位置づけ、観光客の

ニーズを検証し、人とモノ、あるいは人と人をつなげることが重要だと考えております。この

ことを踏まえ近畿大学の学生からの提案で観光キャッチフレーズとしまして「ヒトトコネク

ト」を設定しております。このキャッチフレーズの下、施設や自然、イベントなどの観光資源

と、観光客をつなぐことで、訪れた人が新たに自分の好きなことや好きなものを見つけ、何度

も訪れたくなり楽しむことができる飯塚推しの観光客を増やしていきたいと考えております。 

このような視点、今後の飯塚市の観光の在り方を踏まえまして、１１の取組の変更項目を黄
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色で着色しておりますが、将来的な目標を含め現実的な内容に修正しております。調査、修正、

変更の詳細については説明を割愛させていただきますが、主に観光入込客数などの数値につい

て直近分までを記載、また、アンケート調査結果を基に観光動向の分析、最後に、具体的な取

組としまして、大学生による情報発信の仕組みづくりなどを記載しております。詳細につきま

しては資料の２及び資料の３に新旧対照表を添付しておりますので、後ほど御覧いただければ

と思います。なお、この素案につきましては、令和６年３月１２日まで市民意見募集をしてお

ります。 

以上、簡単ですが、報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○道祖委員 

 全体をよく読んでないから、ちょっと細かいことが分からないんですけれど、観光について、

ちょっと観光って何なのかなというふうに思うんですけれど、例えば福岡のほうから八木山峠

を通ってきますね、バイパスじゃない旧道を。あそこに展望台がありましたよね。展望台から

飯塚市は全体が見えるはずなんですよね。けど、全体が見えますか。見たことはありますか。

あそこにたしか、観光協会かどこかが持っている施設がありましたけれど、その施設が老朽化

して廃止しましたよね。トイレ等ありましたけれど。そして、そこは二階建てでちょっと高か

ったから、見晴らしがよかったと思うんですけどね。今その建物も壊しましたよね、たしか。

そしてあそこにわざわざ金属で作った鐘がありますよね。観光の地として聞くものです。モニ

ュメントみたいなものを作って、努力されていたんですけれど、その鐘は残っているんですけ

ど、あそこから市内が見えますか。見たことありますか。場所は分かりますか。 

○商工観光課長 

 旧八木山展望台でのことだと思いますけれども、そちらについては私も、飯塚市を見渡した

ことはございますが、全域が見られるかというとそうでもないかと思います。 

○道祖委員 

 観光行政でいろいろやりましょうというのは結構なんだけれど、飯塚市は、あそこから大体

開けてぱっと見えるんですよ、見えていたんですよ。ところが、道路の反対側に民地があって、

木が茂っているんですよ。それが遮って見えないんですよ。だから、何をもって観光と言って

いるのかなというふうに単純に思うわけなんですよ。建物を見せるのが観光なのか、自然全体

を見せるのが観光なのか。飯塚市全体、今はキャンプとかいろいろ流行っていますから、自然

とか言ったときに、やはりそういうお客様の立場というか、そういう人の視線から立ってみて、

あそこは見えるところなんですよ、展望台ですよ、だけど、行ったら見えないと。一度指摘し

たことがあるんですよ。すると、あれは民地だから木は切れませんということなんですよ。で

あるなら、どうするかという工夫をするとか、やはりそういう見直しをしないと、いくら計画

を作ったって、お客様の立場になってやらないと駄目なんじゃないかなと思います。 

それと史跡とかいろいろありますけれど、十分インバウンドというんですか、お客さんが来

て泊まってもらってどうだこうだという、４時間以上滞留しないと駄目だとかありますよね、

たしか。観光行政においては、滞留を４時間以上したらそのまちに宿泊してくれるとか、時間

は忘れましたけど、ありますよね、そういう統計か何か。そういうふうにさせるとするならば、

どういう観光ルートを作るのかということとか、そういうことはもう考えられたものがここに

記載されているんでしょうけれど、ぱっと見たときに、観光のルートとかそういうのが、ぱら

ぱらっとめくっただけですけれど、見えないからですね。そういうやつをやはり具体的に見え

るようにしないと、どこを売ろうとしているか分からないんですよね。どこを売ろうというの

は、どこにお客様が来て、お客様が見たいところはどこなのかというのをちゃんと把握して、

見せようとする努力をしているのかなというのがよく分からないと思うんですよね。後で詳し
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く今日頂きました資料は読ませていただきますけれど、また再度、意見を言わせていただきた

いと思います。今日はこの程度にしておきます。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○瀬戸委員 

 今、道祖委員も言われたんですけど、飯塚市で文化財的に、観光として見に行くというよう

なところはもう、皆さん御存じのとおり限られているじゃないですか。本当にそれで観光事業

を盛り上げていくことができるかとなったら、ちょっと難しいんだろうと思うんですよね。 

以前、相当前ですけど、レク・リゾート構想という県がつくったやつを見たことあったんで

すけど、いわゆる下の南蔵院辺りに、年間１２０万人が来ているけど、八木山まで上ってない。

片や宗像のほうは今もう道の駅みたいなものができて、やはり海がありますので、すごく人も

多く来ていると。それと宮若、温泉地があります。それを結んだレク・リゾート構想です。こ

れを動かそうという構想が昔あったのを覚えているんです。そういう、やはり近隣の市町村と

組み合わせてやらないと、飯塚市の文化財だけでは、とても観光で人を呼ぶとかいうことは難

しいと考えています。以前、今ここにいらっしゃる委員さんたちと何人かで、近江八幡市に行

ったときに、年金関係の施設を民間が買い取って、「たねや」というお菓子屋さんが、「ラ 

コリーナ」っていう、すごい、森の中に何かお菓子作ったり、畑とかいろんなものがあったり

して、行ったら年間にそこに２００万人来ると言われたんですよね。そこはすぐ安土桃山城が

あるんですよ。桃山城の跡地には、年間３０万人ぐらい。でも、そこのすぐ近くの民間施設に

は２００万人。観光バス等もしょっちゅう入れ代わり立ち代わり来てたし。飯塚市も千鳥屋さ

んとか、ひよことか本店があるわけじゃないですか。以前助役さんとかと話したことあるけど、

そういう方々も一緒に考えてもらって、飯塚市に来ないと食べられない本店のお菓子とか作っ

て、道の駅でもいいし、町の駅でもいいし、そういうものを含めたところで。それと一番僕が

思うのは、忠隈のボタ山。再春館製薬、熊本ですかね、あそこがすごいイルミネーション施設

で、車の末尾で偶数と奇数で分けて入らせているという、すごい量の観光客が来ると。観光客

は夜に来ると、どうしても宿泊するから。そういうことも考えながら、僕、ボタ山も一大イル

ミネーション施設にしたらどうかなと僕は思っているんですよ。どうせ住友はそのままもう扱

えないわけですから。そういう、何か大きな仕掛けを考えていかないと、とても今の飯塚市の

文化財だけでは観光行政が成り立つようなことはないと思います。そういうところも含めて、

道祖委員もおっしゃったけれど、私も見せてもらいたいですけどね。何かそういう本当にお金

をかけてやるんだったら、何か仕掛けを作っていくと。そうすれば、たくさんの人が来てもら

えるのではないかなと僕は思っているんですけど、それも含めてこれから検討していただきた

いなと思います。これは意見です。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

○田中裕委員 

 先ほど道祖委員からも言われました八木山の展望台でございますが、今、あそこの施設には

もう出入りできなくなっていますよね、たしか。確認させていただきます。 

○商工観光課長 

 はい、出入りできなくなっております。 

○田中裕委員 

 できないということでございますが、飯塚市のホームページ、公園を見ましたら、八木山展

望公園というのはそのまま残っております。これ２０２３年３月２０日に更新をされた分でご

ざいます、１年ちょっと前ですね。ですが、この施設紹介の中に、近くには八木山展望公園、

八木山展望台がありハート形をした巨大な鐘のモニュメント、幸せの鐘もありますと、このよ
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うに紹介をされておりますが、今、そこに立入りもできないということであればこのホーム

ページあたりも更新するべきではないかと思っておりますので、この点はどのようにお考えで

しょうか。 

○商工観光課長 

 ホームページ等につきましても情報発信への貴重な方法であると認識しております。そのよ

うな面からも、常に最新の情報というのを提供してまいりたいと考えております。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますのでご了承願います。 

次に、「飯塚駅駅舎及び自由通路の整備について」、報告を求めます。 

○都市計画課長 

 「飯塚駅駅舎及び自由通路の整備について」、ご報告いたします。ＪＲ飯塚駅の駅舎及び自

由通路の整備につきましては、今年度末の設計完了に向け、ＪＲ九州と協議を進めているとこ

ろでございます。令和４年３月に策定いたしました飯塚駅周辺地区整備基本計画において、駅

舎の構造形式につきましては、景観性や動線、コスト等を検討し、ＪＲ九州と協議の上、決定

することとしておりました。ＪＲ九州との協議の結果、駅舎の構造形式については、現在の西

口駅舎に加え、新たに整備する東口広場側にも駅舎を設ける地平駅舎、これは平屋建てでござ

いますが、の東西両側改札駅とし、その両側改札口への移動は自由通路を利用する形式となり

ましたので、ご報告させていただきます。 

資料のデザイン案にて説明いたします。資料の飯塚駅駅舎自由通路西口側デザイン案をお願

いいたします。現在の西口駅舎を利用する際は、歩道と駅舎の敷地に段差があるため、階段の

みの利用となっておりますが、今回新たに整備するスロープ、階段、そして両階段の中央に新

設されるエレベーターのいずれかを利用することにより、誰もが駅舎・自由通路を快適に利用

することができるようになります。向かって右側の飯塚駅と書かれた、平屋の建物が新駅舎に

なります。中央に見える線路をまたぐ建物が自由通路になります。この自由通路を利用するこ

とにより、駅東西の円滑な利用が可能となります。 

次に資料の飯塚駅駅舎・自由通路東口側デザイン案をお願いいたします。正面の飯塚駅と書

かれた平屋の建物が、今回新たに新設される駅舎になります。例えば、東口から博多方面に向

かう場合には、今回新設される東口の改札を通って、直接、ホームへ行くことができるように

なり、利便性の向上が図れることとなります。このようなメリット面からこういったこの形式

とすることで、ＪＲ九州と合意できましたので、整備を進めていきたいと考えております。な

お駅前広場を含め飯塚駅関連の整備工事につきましては、来年度から着工し、令和８年度の供

用を目指してまいります。 

以上、簡単ではございますが、飯塚駅駅舎及び自由通路の整備についての報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○田中裕委員 

 このデザイン案、ちょっと分かりにくいんですが、現在表側、これは西口側のデザイン案で

いいと思うんですが、そうですよね。 

○都市計画課長 

 そのとおりです。 

○田中裕委員 

 今現在は、東側がありませんから西側だけですよね。この階段を何段かとんとんとんと上が

っていったら駅舎があって、そこで切符等を購入してホームに入ると。新しい駅のデザインと
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しては、駅舎が、通路を渡って東側になるということですか。 

○都市計画課長 

 駅舎と改札につきましては、西口と東口両方にできるという形になります────。 

〇委員長 

暫時休憩いたします。 

休憩 １２：００ 

再開 １２：００ 

委員会を再開いたします。 

○田中裕委員 

 １点だけ確認。今現在は、北九州方面に行く上りの電車は、何て言うか、これ跨線橋は渡ら

ずに乗れておりましたが、新しいデザインの駅もそうですね。そして逆に東側から来られる方

は、博多駅方面の電車は跨線橋を渡らずにそのまま乗れると、このような認識でよろしいです

か。 

○都市計画課長 

 そのとおりでございます。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に、「遠賀川中流流域下水道への接続可否の検討について」、報告を求めます。 

○下水道課長 

 「遠賀川中流流域下水道への接続可否の検討について」、報告いたします。 

１ページの１番の背景と目的をお願いいたします。本市の公共下水道事業は、昭和４９年

４月に供用開始し、生活環境の保全と公共水域の改善を図るため、事業推進に努めてきました

が、人口減少に伴う有収水量の減少や終末処理場、管渠等の施設の老朽化が進んでいることか

ら、令和３年３月に飯塚市下水道事業経営戦略や、飯塚市下水道ストックマネジメント計画を

策定し、効率的で健全な経営や改築更新を進めているところです。将来にわたって事業を継続

するために、広域化・共同化への推進が求められている中、遠賀川下流域には直方市、宮若市、

小竹町が接続している福岡県の遠賀川中流流域下水道があり、この流域下水道への接続が選択

肢の一つとして挙げられております。本市において流域下水道への接続の可否は、重要な経営

判断であり、今後の経営戦略やストックマネジメント計画に影響を及ぼすため、既存の終末処

理場の更新に対し、流域下水道への接続は有利であるか否かについての検討を行い、流域下水

道への接続に対する方向性を決定することを目的としております。 

２番の下水道の概要をお願いいたします。２ページの図面も併せてご参照ください。飯塚市

公共下水道は昭和４９年度に供用開始、標準活性汚泥法にて処理しております。全体計画処理

能力は１日当たり３万８００立方メートルで計画し、現在の日最大処理能力は３万立方メート

ルであり、流入実績は、令和３年で日最大で２万２１６２立方メートル、日平均で１万

５２２７立方メートルとなっております。また直方市にある遠賀川中流下水道は、平成１８年

度に供用開始、嫌気無酸素好気法にて処理をしており、１７年が経過しております。全体計画

処理能力は１日当たり２万８７００立方メートルで計画しており、現在の日最大処理能力は

８２００立方メートルであり、流入実績は令和３年で、日最大で７１３７立方メートル、日平

均４３８２立方メートルとなっております。飯塚市の日平均汚水量は、流域下水道の約３倍と

なっている状況です。 

３番の検討条件といたしましては、遠賀川中流浄化センターへの処理能力アップとして、全

体計画能力の日当たり２万８７００立方メートルに、飯塚市公共下水道の３万８００立方メー
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トルを接続し、５万９５００立方メートルとしております。２ページ、図１の赤の線になりま

すが、遠賀川中流流域下水道センターへの送水施設として、圧送管直径６００ミリで、延長

１万７３７０メートル、２場間で３万４７４０メートル、点線で囲った部分で、河川横断管、

直径２２００ミリを３か所、合計で５３０メートル、Ｐと表記した部分になりますが、汚水中

継ポンプ場１か所で計算しております。また、現終末処理場の改築費として、汚水ポンプ場新

設等を考えております。 

４番の検討結果をお願いいたします。①の建設費において、遠賀川中流流域下水道に接続と

終末処理場の更新において、建設費、維持管理費を市負担ベースで比較検討した結果、建設に

おいて終末処理場の更新費が６３億円となり、流域下水道接続においては中流浄化センターへ

の増設費や圧送管中継ポンプ場新設費で５３億円となり、終末処理場の更新のほうが１０億円

高くなります。また、図下右辺りに建設費を表記しておりますが、交付税措置を考慮し、持続

的な雨水処理システム構築に向けた福岡県構想マニュアルに基づいた耐用年数を用いて計算し

ており、終末処理場更新の年当たり建設費は１億１千万円、流域下水道接続の年当たりの建設

費は６千万円となっております。②の維持管理につきましては、実績値から算出しており、終

末処理場の更新が年当たり２億４千万円で、流域下水道接続の年当たり７億５千万円より年当

たり５億１千万円有利となっております。検討結果としましては、建設費と維持管理費を年当

たりで合計したコストにつきましては、終末処理場の更新が年当たり３億５千万円に対し、流

域下水道の年当たり８億１千万円となり、終末処理場の更新のほうが年当たり４億６千万円有

利であることが判明しました。 

２ページをお願いいたします。右側の上段の図面は、流域下水道に接続した場合の現在の飯

塚終末処理場に緑色の流域下水道に送るポンプ場を新設する図を示しております。右下図は流

域下水道接続した場合の処理施設の増設の配置を示しており、用地としては約５ヘクタールが

必要であると考えております。検討の結果としましては、流域下水道に接続するには距離があ

ることや、河川横断が３か所あり、圧送管新設に費用を要することや、飯塚市の雨水量も多く、

維持管理費も要し、終末処理場の更新のほうが有利であることが判明したことから、今後は飯

塚市下水道事業経営戦略や、飯塚市下水道ストックマネジメント計画に更新を反映させ、計画

的、効率的に事業を進めていきたいと考えております。 

以上で報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので、質疑を許します。質疑はありませんか。 

○坂平委員 

 ただいま説明をされましたけど、これは流域下水道事業団ですよね、今説明されていたのは。

広域下水道の隣接式の直方、鞍手とか全部入っている。これは全国下水道事業団というのが大

きな本元であるんですよね。御存じですか。 

○下水道課長 

 今ちょっと話は分かりませんけれど、今回の策定は県主導の広域化・共同化に基づいてやっ

ている傾向でございます。 

○坂平委員 

 加入金はもう一度、言っていただけますか。これは広域に新しく入るんですよね。今、組織

があるものに。 

○下水道課長 

 加入ではなく、接続をしたほうがいいか、処理場を建設したほうがいいかを検討したもので

ございます。 

○坂平委員 

 一番当初に、合併する前、飯塚市が単独でこの下水道事業を始めたときに、この下水道事業
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団というのに加入をするかしないかというときに試算をした場合に、加入したら莫大な金額が

かかると。全国下水道事業団というのがあるわけです、組織が。どこの地域をしようと、この

負担金というのが発生するんですよ。その辺り、もう少し勉強されたほうがいいと思いますよ。

調査してもらって。これを実際に、今から先を考えて加入するとするならば、ここの部分だけ

見ると安く上がるかもしれません。今逆に合併浄化槽に特化して推進を進めてあるわけでしょ

う、下水道事業については。これが実際に加入してするということになると、１市４町合併し

たところ、これは全域全部下水道が通せるんですよ。中継ポンプ場もこれを広域のほうから事

業を認められれば、負担金だけでいいわけですからね。ここが大本で事業をやるわけですから、

負担金としては安いですよ。でも、これが逆によその地域の事業をするに当たっても飯塚市が

負担金を払わなきゃならないわけです。だからその辺り少し、調査をしてください。要望して

おきます。 

○委員長 

 要望ということでございますので、調査をお願いします。 

ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますのでご了承願います。 

次に「飯塚市汚水処理構想について」、報告を求めます。 

○下水道課長 

 汚水処理構想についてご報告いたします。 

１ページの１番の汚水処理構想の目的や、汚水処理人口普及率について説明いたします。 

「１－１汚水処理構想とは」をお願いいたします。持続的な汚水処理、システム構築に向け

て各種汚水処理施設の整備並びに増大する施設ストックの長期的かつ効率的な運営管理を計画

的に実施するために策定するものであります。 

「１－２汚水処理人口普及率とは」をお願いいたします。汚水処理人口普及率とは、汚水処

理状況の指標となる値であり、行政人口に対する汚水処理施設の整備済み人口の割合を示した

ものになります。飯塚市における汚水処理の手法は、公共下水道、農業集落排水、コミュニテ

ィ・プラント、大型浄化槽、個人設置型の浄化槽の５手法となっております。表２に示してお

りますが、福岡県全体で概成年度、汚水処理人口普及率９５％を令和７年度としており、令和

４年度末で９４．３％となっております。飯塚市の令和７年度概成年次での目標は８５．

８８％としており、令和４年度末で実績値は８３．８８％となっております。令和７年度での

推計値は８６．９４％となる見込みで、目標値を上回る予定となっておりますが、福岡県の概

成基準年次である令和７年度末までの汚水処理の概成９５％は困難な状況であります。 

２ページの４番の計画フレームの設定をお願いいたします。「４－１計画フレームの設定」、

①将来人口におきましては、長期目標である令和２７年度において行政人口の設定値を１０万

４１００人としております。表４で各指標での推計値を示しております。②の将来世帯数は、

令和２７年度世帯数を５万５６６８人としております。③汚水原単位量につきましては、１人

が１日に排出する汚水量のことであり、表５に示すように汚水量を決定しております。 

３ページの６番の検討単位区域の設定をお願いいたします。「６－１検討単位区域」につき

ましては、集合処理か個別処理を検討する上での一定の家屋集合体となっており、地形条件、

家屋分布状況などの要因を再検討し、今回の検討では検討単位区域で３０４か所に設定してお

ります。 

７番の処理区域の設定をお願いいたします。「７－１処理区域の設定」においては、汚水処

理事業の種類及び処理施設の系統から設定する集合体となっております。設定した検討単位区

域を対象に、経済性などを基に、集合処理が有利か、個別処理が有利かを検討しております。

図４に経済性比較のイメージを示しております。 
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４ページをお願いいたします。①と②において検討単位区域内での個別処理費用である浄化

槽建設費と維持管理費を合わせた費用と、集合処理費用である処理施設費と管渠費を合わせた

費用を比較検討しております。その結果、集合処理区域１５か所、個別処理区域２８９か所と

なっております。 

次に③その他要因による検討を行っております。②までの検討において、集合処理が有利と

判定された１５か所において、以下の要件について検討し、集合処理区域としての取扱いにつ

いての検討をし、集合処理区域として取り扱わないものとしております。 

５ページの④市営相田団地についてお願いいたします。集合処理区域として判定された市営

相田団地につきましては、令和７年度よりの団地の建て替え及び公共下水道への接続を予定し

ているため、集合処理区域とするものであります。⑤飯塚市立病院につきましては、合併浄化

槽により隣接するため池に処理水を放流していることから、病院施設という特性上の衛生面、

浄化槽設備の維持管理・更新費を明星寺団地付近の既設管が近接しているという要因を踏まえ、

公共下水道への接続を行うものとしております。以上のことを検討した結果、図６に示してい

ますように、鯰田地区の市の間、浦田、愛宕の一部、相田地区の市営相田団地、弁分地区の飯

塚市立病院の３地区を集合処理区域としております。 

９番の整備計画の策定をお願いいたします。各事業における中期目標（令和１７年度）及び

長期目標年次（令和２７年度）における整備・運営管理内容についてまとめております。①汚

水処理人口普及率につきましては、令和４年度末、普及率８３．９％、令和１７年度、普及率

８９．４％、令和２７年度、普及率９４．１％を目標としております。②公共下水道につきま

しては、令和１７年度において整備面積１６０６ヘクタール、整備人口５万７０２８人、令和

２７年度において整備面積１６１１ヘクタール、整備人口５万３５９６人を目標としておりま

す。 

６ページの農業集落排水、コミュニティ・プラント、大型浄化槽をお願いします。この３地

区においては現状維持とし、適切な運営を維持するものとしております。④浄化槽につきまし

ては、令和１７年度において整備人口４万３４３８人、令和２７年度において整備人口４万

３２８１人を目標としております。 

７ページの９－３の前構想との比較をお願いいたします。表９において赤枠で示しておりま

すが、今回の構想での令和２７年度の目標値は、合計で１６５２ヘクタールとし、前回構想よ

りは１８９ヘクタール減となっております。次に整備人口につきましては、令和２７年度の目

標は合計で５万４６８２人とし、前回構想より５２５１人減となっております。個別処理浄化

槽は、令和２７年度の目標値は４万３２８１人で、前回構想から５２４人減。その他汲取り等

６１３７人につきましては５２５人減となっております。行政人口につきましては、令和

２７年度の目標値は、１０万４１００人で前構想から６３００人減、汚水処理人口普及率は

９４．１％としており、前構想と比較して０．１ポイント増としております。今後は公共下水

道の面積を縮小し、浄化槽の整備を推進することで、汚水処理人口の普及率の向上を図ってい

きたいと考えております。 

１０番の市民関与と進捗状況の見える化につきましては、構想案の縦覧を市役所で実施し、

市民意見を募集するようにしております。また市民意見募集につきましては令和６年３月に、

２週間の期間を設け実施する予定とし、意見集約を４月に県のほうに提出する予定にしており

ます。 

以上で説明を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

○瀬戸委員 

 すみません、１点。今回の鯰田地区の市の間、浦田、愛宕の一部、相田地区市営相田団地、
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弁分飯塚市立病院のところが、集合処理区域ということで、これは大型合併浄化槽か何かを入

れていくということなんでしょうか、ちょっと分かりにくかったから。 

○下水道課長 

 今言われた箇所につきましては、公共下水道事業として整備する区域となると考えておりま

す。 

○瀬戸委員 

 公共下水につなぎ込むということですか。分かりました。 

○委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（ な  し ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

次に「工事請負契約について」、報告を求めます。 

○契約課長 

 工事請負契約の締結状況につきまして、お手元の資料によりご報告いたします。今回ご報告

いたします工事は、上ノ浦林道災害復旧工事でございます。入札の執行状況につきましては、

業者選考委員会において、条件付き一般競争入札実施要領及び運用基準に基づき、市内土木一

式工事のＳ等級またはⅠ等級もしくはⅡ等級に格付されている要件等を決定し入札を執行いた

しました。次に入札の結果についてをご説明いたします。 

資料の１ページをお願いいたします。本件につきましては、２３者による入札を執行いたし

ました。その結果、落札額５５２９万３７００円、落札率８５．０３％で、有限会社小川土木

工業が落札しております。なお本件の入札につきましては、変動型最低制限価格方式により落

札者を決定しておりますが、２者同額の応札があり、地方自治法施行令の規定に基づき、くじ

引きにて落札者を決定いたしております。 

資料の２ページ、３ページに入札結果表を、４ページに工事の位置図を添付しておりますの

で、ご参照ください。以上でご報告を終わります。 

○委員長 

 報告が終わりましたので質疑を許します。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承をお願いします。 

次に「飯塚市行政経営戦略推進ビジョン・プランの策定について」、報告を求めます。 

○業務改善・ＤＸ推進課長 

 「飯塚市行政経営戦略推進ビジョン・プランの策定について」、ご報告をいたします。行政

経営戦略推進ビジョンにつきましては、前回ご報告させていただきました素案からの主な変更

点についてご説明をさせていただきまして、その後、プラン全体のうち本常任委員会が所管し

ている項目についてご報告をさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 

まず、前回ご報告の際に申し上げました市民意見募集でございますが、期間中に、６件

１０項目についてご要望や、ご意見をいただきました。中には制度的なご要望もございました

が、主なものをご紹介いたしますと、生成ＡＩの活用や、自治会のデジタル化、公共施設の必

要性についてのご意見や、スマートシティ飯塚はよいが、市民には理解しづらいので具体的な

手段や方法、行動が必要ではないかなどのご意見をいただいております。市民意見等を踏まえ

まして、行政経営戦略推進審議会にてさらに議論を深めていただきました結果、主に次の点に

ついて変更いたしております。 

資料１「飯塚市行政経営戦略推進ビジョン」の１０ページをお願いいたします。素案では、

目指す姿を、時代の変化も追い風に成長を続けるスマートシティ飯塚としておりましたが、ス

マートシティという言葉は市民には理解しづらく、国が使っているスマートシティと混同して



３０ 

しまうのではないか、などのご意見もございまして変更いたしております。「いつでも どこ

でも つながる 飯塚市」は、業務改善、改革において大きな役割を果たすデジタル技術の特

徴でございます、時間や場所にとらわれずつながることができるという意味と、市民目線の改

革によりまして、市民と本市がより一層つながっていくという意味を込めたものとなっており

ます。また、具体的な目指す姿といたしまして、「誰もが快適に生活し、住みたいまち 住み

続けたいまちとして選ばれている。」、「飯塚市に愛着を持った職員が生き生きと働き、市民

のために新たな価値を生み出している。」、「様々なデータがつながり、多角的に利活用され

ることによって、あらゆる課題が克服されている」、の３項目を掲げております。 

次のページをお願いいたします。目指す姿の実現を分かりやすく理解していただくために

「つながる」をキーワードといたしまして、具体的なイメージをいくつか例示させていただい

ております。 

次に、１５ページをお願いいたします。成果指標でございますが、素案では市民意識調査に

おける飯塚市のまちづくりの取組に対する満足度・重要度の行政経営分野の項目を資料といた

しておりましたが、市民意識調査が毎年実施するものではないことから、適切ではないのでは

ないかとのご意見もございまして、変更させていただいております。 

市民目線の指標といたしまして、オンラインで完結できる手続件数と、窓口アンケートにお

ける満足度、市職員目線の指標として働き方改革に関する職員アンケートにおける満足度、財

政的な指標として、経常収支比率を掲げております。なお、指標の一つとしております窓口ア

ンケートでございますが、現在、全庁的な窓口アンケートを行っておりませんことから、現状

を正確に把握するため、令和６年度に年間を通じたアンケートを実施した後、基準値及び目標

値を決定したいと考えているところでございます。 

また、前回の委員会報告の際にもご説明をいたしておりますが、今後、財政見通しを策定し

た後に、成果指標を見直すことといたしております。 

続きまして、プランについてご説明をいたします。資料２をお願いいたします。大分類、小

分類として、ビジョンにおける改革の体系ごとに分類をするとともに、さらにプランの取組項

目ごとに分類をした一覧になります。個別の取組項目名、その目的、内容及び目標となります

３年後の目指す姿を記載いたしております。全体では９６項目に取り組むこととしておりまし

て、経済部におきましては８項目、都市建設部におきましては６項目、企業局におきましては

３項目に取り組むことといたしております。取組ごとの詳細につきましては説明を省略させて

いただきます。なお、本ビジョン及びプランの進捗状況につきましては、毎年、行政経営戦略

推進審議会にて評価やご助言などを頂くとともに、その内容につきましては、議会にご報告を

させていただくことといたしておりますのでよろしくお願いいたします。 

以上、簡単でございますが、報告を終わらせていただきます。 

○委員長 

 報告が終わりましたので質疑を許しますが、飯塚市行政経営戦略推進ビジョン・プランにお

ける具体的な取組に関する質疑につきましては当委員会の所管に関するものにとどめていただ

きますようお願いをいたします。質疑はありませんか。 

（ 質疑なし ） 

質疑を終結いたします。本件は報告事項でありますので、ご了承願います。 

長時間にわたりご審議ありがとうございます。これをもちまして、経済建設委員会を閉会い

たします。お疲れさまでございました。 


